
 

第
１
次
面
談 

事
案
確
認 

第
２
次
面
談 

日時・場所の調整 

対策委員による面談 

執行委員長 対 策 委 員 会 

※代理人の場合、後日、

本人との面談を行う 

「行為者」ヒアリング・事情聴取 「第三者」ヒアリング・事情聴取 

対 策 委 員 会 

事実関係

の確認 
「本人」に説明 「行為者」に説明

執行委員長 

対策委員による本人面談 

事実関係

の一致 

対 策 委 員 会 

執行委員長 

事案解決のための必

要な措置を講じる 

今後の対応策の協議 

本人・代理人からの相談 外部相談員への相談 

【相 談 対 応 フ ロ ー】 


